
施設基準
①＜明細書発行体制加算＞

当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際

に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しております。また、公費負担医療の受

給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。尚、明細書には、

使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。

明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨をお申し出ください。

②＜医療DX推進体制整備加算＞

当院では、令和６年６月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応し

ます。

・オンライン請求を行っています。

・オンライン資格確認を行う体制を有しています。

・医師がオンライン資格確認を」利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室にお

いて閲覧または活用できる体制を有しています。

・マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。

・医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施するための充分な情報を取得・活用し

て診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。

③＜婦人科特定疾患管理料＞

当院では、下記の対象疾患に対し、医師が計画的な医学管理と療養上必要な指導を行った場合、「婦

人科特定疾患管理料」を算定いたします。

１．算定対象となる主な疾患

・子宮内膜症・子宮筋腫・器質性月経困難症（上記疾患によるものを含む）

２．算定要件

・上記の疾患に対し、ホルモン剤の投与等の継続的な治療・管理を行っている患者様

・医師が患者様ごとに治療計画に基づき、療養上必要な指導を行った場合

・３か月に１回に限り、所定の管理料を算定いたします



④＜一般名処方加算＞

当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施して

おります。後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分を

もとにした一般名処方（※一般的な名称により処方箋を発行すること）を行う場合があります。一般

名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやす

くなります。

※一般名処方とは　　お薬の「商品名」ではなく、「有効成分」を処方箋に記載することです。そう

することで供給不足のお薬であっても有効成分が同じ複数のお薬が選択でき、患者様に必要なお薬が

提供しやすくなります。

⑤＜情報通信機器を用いた診療＞

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関わる指針」を遵守し、オンライン診療を実施しており

ます。ただし、初診からオンライン診療を受ける場合、以下の処方については行うことができませ

ん。

・麻薬及び向精神薬の処方

・基礎疾患等情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品（診療報酬における

薬剤管理指導料１の対象になる薬剤）の処方

・基礎疾患等の情報が把握できていない患者様に対する８日以上の処方

⑥＜夜間・早朝等加算（時間外対応加算１）＞

以下の時間帯に受診された場合は、診療受付時間内であっても、また予約診療であっても「夜間早朝

等加算」（５０点）が算定されますので、ご理解いただきますようお願い申し上げます。

　平日：１８時以降　土曜：１２時以降

⑦＜当院における一般不妊治療管理料の施設基準への適合について＞

当院は、厚生労働大臣が定める一般不妊治療管理料の施設基準に適合しており、厚生局に届け出を行

っております。

・一般不妊治療

＊対象患者：一般不妊治療を実施している不妊症の患者。

＊算定点数：２５０点（３か月に１回に限り算定可能）




